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JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格認定審査規約 

 

 

第 1 章 総 則 

 

第 1 条（目的） 

本規約は、一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（以下「JLPGA」という。）が承認する JLPGA テ

ィーチングプロフェッショナル資格を認定するための審査に関する事項について定めることを目

的とする。 

 

第 2 条（JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格）  

JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格とは、JLPGA ゴルフ事業部（以下「ゴルフ事業部」

という。）が認定したティーチングプロフェッショナル資格 A 級のことをいう。 

 

第 2 章 組 織 

 

第 3 条（ゴルフ事業部）  

ゴルフ事業部は、JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格を認定するための審査（以下「資

格認定審査」という。）を管理統括する。  

 

第 3 章 JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格認定審査 

 

第 4 条（JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格認定審査） 

資格認定審査とは、以下の①～⑤をいい、それぞれの内容、基準、審査料等は別表 1 に定める。

詳細な実施要項は、JLPGA において別途定める。なお、天災地変、戦乱、騒乱、疫病、感染症等、

社会通念上資格認定審査の実施に支障をきたすとゴルフ事業部が認める事由が生じた場合、当該

資格認定審査についての対応はゴルフ事業部がその都度決定するものとする。 

  ①JLPGA 審査 

  ②最終審査 

  ③B 級講習会 

  ④A 級講習会 

  ⑤JLPGA 入会審査又は A 級受講審査研修会 

   

第 5 条（JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格の認定） 

1．JLPGA は、資格認定審査の全て（免除の場合を除く）を合格又は修了し、JLPGA が別途定める

新人セミナーを修了した者を、修了した翌年の 1 月 1 日より、JLPGA ティーチングプロフェッ

ショナル資格を有する者として認定するものとする。 

2．前項により資格を認定された者は、JLPGA の定款第 6 条の規定及びティーチングプロフェッ

ショナル会員の入会に関する規則に基づき、JLPGA の定款第 5 条第 1 項第 2 号に定めるティー
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チングプロフェッショナル会員の入会手続きをすることにより、JLPGA への入会ができるもの

とする。JLPGA が別途定める日までに入会手続きをしなかった者は当該資格を行使し、JLPGA

に入会することができず、また、JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格又はそれに類似

する名称を用いて、レッスン活動・広告宣伝・販売促進・広報活動などを行ってはならない。 

3．前項にかかわらず、第 1 項により資格を認定された者のうち、JLPGA プロフェッショナル会

員は、別途前項に定める入会手続をすることなく、JLPGA ティーチングプロフェッショナル資

格の名称を用いて、レッスン活動・広告宣伝・販売促進・広報活動を行うことができる。 

 

第 4 章 受講生 

 

第 6 条（受講生登録） 

1． 資格認定審査のうち、第 4 条第 3 号乃至第 4 号を受講する者は、同条第 1 号乃至第 2 号の審

査に合格し、受講するための申込手続きをおこない、受講生として登録（以下「受講生登録」

という。また、受講生登録をした者を「受講生」という。）を行わなければならない。 

2．JLPGA は、第 4 条第 2 号に定める最終審査終了後、同条第 3 号乃至第 5 号の実施要項を、受

講しようとする者に対し案内する。受講しようとする者は、実施要項に従い、同条第 3 号乃至

第 5 号の申込手続きをおこなうものとする。 

3．指定された期日までに申込手続きをおこなわなかった者、別表 1 に定める受講料および審査料

を支払わなかった者及び第 7 条に定める登録料を支払わなかった者は、資格認定審査を受講で

きないものとする。 

4．第 4 条第 3 号に定める B 級講習会又は同条第 4 号に定める A 級講習会の受講途中又は終了時

点で辞退した場合、又は、未修了若しくは不合格となった場合、受講生は、当年度の当該講習

会を継続して受講することはできない。当該受講生は、辞退、未修了又は不合格の次年度に、

自身の未受講講習、未修了講習又は不合格項目の検定から受講を再開することができる。但し、

B 級講習会に限り、自身の未受講講習、未修了講習又は不合格項目の検定から受講を再開でき

る期限は、当該受講生が受講を開始した日の 2 年後の日の属する年度に開催される講習会まで

とし、当該期限内に全てを修了できない場合は、B 級講習会の全てを最初から受講しなければ

ならないものとする。但し、ゴルフ事業部が認めた場合はその限りではない。 

5．第 4 条第 3 号に定める B 級講習会又は同条第 4 号に定める A 級講習会は、以下の場合には、

未修了となる。 

① 対象者の履修態度が際立って良くなかった場合 

② 対象者が別途指定する期限までにレポート等課題を提出しなかった場合 

③ 当該履修の予定する理解度に達しないとゴルフ事業部が判断した場合 

④ 病気等による休憩やその他の理由で履修に足りないとゴルフ事業部が判断した場合 

6．受講生が資格認定審査を欠席した場合の当該欠席以降の受講の可否及び再履修等については、

当該欠席した資格認定審査に応じ、次の各号に定めるとおりとする。遅刻した場合の当該遅刻

以降の受講の可否及び再履修等については、その都度、ゴルフ事業部が判断する。 

 

 



3 

 

 欠席した資格認定審査 当該欠席以降の受講の可否及び再履修等 

① 
第 4 条第 1 号 

（JLPGA 審査） 

第 4 条第 1 号乃至第 2 号を受講する者が審査を欠席した場

合は、当該欠席に正当理由があるか否かにかかわらず、審査

不合格となり、当年度の当該講習会を受講することはできな

い。なお、第 4 条第 1 号に合格した者が第 4 条第 2 号を欠

席し不合格となった場合は、翌年度に限り、第 4 条第 1 号が

免除される。 

また、第 4 条第 2 号に合格した者が辞退をした場合、翌年度

に限り、第 4 条第 1 号乃至第 2 号が免除される。 

② 

第 4 条第 2 号 

（最終審査） 

③ 
第 4 条第 3 号 

（B 級講習会） 

当該欠席に正当理由があるか否かに応じ、次のとおりとす

る。正当理由とは、病気又は身体上の故障の発生、一身上

突発的重大事故（冠婚葬祭は 2 親等まで）、出産、その他

ゴルフ事業部が認めた場合をいう。 

（i）当該欠席に正当理由のある場合 

当該受講生の当該欠席以降の当年度の講習の受講の可否

及び再履修等について、公益社団法人日本プロゴルフ協

会が決定する。 

（ii）当該欠席に正当理由のない場合 

当該受講生は、欠席した当該講習以降の当年度の講習を

受講できない。欠席した当該講習以降の講習は、翌年度

に受講する。 

④ 第 4 条第 4 号 

（A 級講習会） 

⑤ 第 4 条第 5 号 

（JLPGA 入会審査又は

A 級受講審査研修会） 

第 4 条第 5 号を受験する者が審査を欠席した場合は、当該

欠席に正当理由があるか否かにかかわらず、審査不合格とな

り、当年度の当該講習会を受講することはできない。当該審

査については、翌年度に受講することができる。 

7．受講生は、別表 2 に定める受講生規則を遵守しなければならない。ゴルフ事業部は、受講生が

受講生規則に違反したときは、当該受講生に対して、口頭又は書面により意見を述べる機会そ

の他弁明の機会を与えた上で、別表 3 に定める受講生の罰則に従って罰則を科すことができ

る。 

8．JLPGA は、受講生が以下の各号の一つに該当した場合、受講生登録を解除することができる。

解除された受講生は、第 1 号に該当し解除された場合を除き、再度資格認定審査を受講できな

いものとする。 

①登録解除（退会）届が提出されたとき 

②成年被後見人又は被保佐人になったとき 

③死亡又は失踪宣告を受けたとき 

④第 7 条に定める登録料の全部又は一部の不払いが 2 年以上継続したとき 

⑤JLPGA のコンプライアンス・倫理規程により登録を抹消されたとき 

⑥別表 2 に定める受講生規則に違反し、罰則により登録を解除されたとき 
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第 7 条（登録料等）  

1． 受講生（本項においては、JLPGA プロフェッショナル会員で受講生登録した者を除く。）は、 

以下の登録料（以下「登録料」という。）を、毎年度（本規約における年度は 1 月 1 日から 12

月 31 日までとする）、JLPGA が定める期日までに JLPGA へ支払うものとする。 

① 初年度の登録料（B 級登録者・C 級登録者を除く）  ：176,000 円（税込） 

② 2 年目以降の登録料（B 級登録者・C 級登録者を除く）：66,000 円（税込） 

③ B 級登録者・C 級登録者の登録料：72,000 円（税込） 

2．受講生が辞退（欠席含む）した場合、未修了又は不合格となった場合及び登録解除（退会）届

を提出した場合並びに JLPGA が前条第 8 項に基づき受講生登録を解除した場合、JLPGA は、

当該受講生に対し、当該受講生がそれまでに支払った登録料、審査料及び受講料（辞退（欠席

含む）、未修了、不合格又は解除した当該年度の登録料、審査料及び受講料を含む）は、次の

場合を除き、一切返還しないものとする。 

① B 級講習会の各学期の講習を受講する前に、受講生が辞退（欠席を含まない）した場合又

は登録解除（退会）届を提出した場合：当該学期以降の当年度の B 級講習会に関する受

講料を返還する。 

② B 級講習会の各学期で未修了又は不合格となった場合：当該学期の次の学期以降の当年

度の B 級講習会に関する受講料を返還する。 

③ A 級講習会の各学期の講習を受講する前に、受講生が辞退（欠席を含まない）した場合

又は登録解除（退会）届を提出した場合：当該学期以降の当年度の A 級講習会に関する

受講料を返還する。 

④ A 級講習会の各学期で未修了又は不合格となった場合：当該学期の次の学期以降の当年

度の A 級講習会に関する受講料を返還する。 

⑤ JLPGA 入会審査を受ける前に、受講生が辞退（欠席を含まない）した場合又は登録解除

（退会）届を提出した場合：当年度の JLPGA 入会審査に関する審査料を返還する。 

3．JLPGA プロフェッショナル会員が受講生登録をおこなう場合の登録料は免除とする。 

 

第 8 条（個人情報） 

受講生は、申込に際して JLPGA が取得する当該受講生の個人情報を、次に各号の目的の範囲内で

利用、第三者に提供及び公表することについて、予め同意することを要する。 

①資格認定審査の運営を行うため 

②資格認定審査の運営管理業務上必要とされる通知、照会、請求、案内、広報等の連絡を行う

ため 

③資格認定審査結果の記録の保存及び公表するため 

④資格認定審査の受講者の氏名を、関係者に対して適宜の方法により提供するため 

 

第 9 条（ドーピングコントロール） 

受講生は、資格認定審査において、JLPGA ドーピング防止規程を遵守するものとする。  
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第 10 条（肖像権・放送権等）  

受講生は、その参加する資格認定審査に関して、JLPGA 又は JLPGA の許可を受けた者により、写

真、映画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつそ

の参加する資格認定審査に関する肖像権、著作権をすべて JLPGA に譲渡するものとする。なお、

本条が適用される期間は、資格認定審査が開催される第 1 日から最終日までとし、本条が適用さ

れる場所は、資格認定審査の開催会場内及びゴルフ事業部が承認した会場内とする。 

 

第 5 章 附則 

 

第 11 条（改訂）  

本規約は、ゴルフ事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、ゴルフ事業部は、改訂につ

いて速やかに理事会に報告する。 

 

第 12 条（施行）  

本規約は、2023 年 4 月 1 日から施行する。 
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《別表 1》 資格認定審査の内容、基準、審査料等 （2023 年度） 

 

A）2023 年度以降の受講生登録申込者 

審査区分 受験資格 審査内容/受講内容 合格基準/修了基準 審査料/受講料 

①JLPGA 審査 ゴルフ技術、識見に優れ、

これからゴルフ指導者に

なろうとする者で、以下の

条件を満たした者のうち、

受験申込手続きを期限内

に済ませ、かつ、期限内に

審査料を納め、書類選考を

通過した者 

①日本国籍を有する者、又

は日本語での読み書き

や会話が不自由なく可

能な出入国管理及び難

民認定法に定める永住

者、日本の配偶者等及び

永住者の配偶者等の在

留資格を持つ外国人 

②受験する年の 4 月 1 日

時点で満 18 歳以上の女

子（出生時）である者 

③高校卒業程度の学力を

有する者 

①面接審査 

 

JLPGA が適正と認め

た場合 

104,500 円（税込） 

②一般教養審査 

一般教養やビジネス

マナーより出題する。 

※選択式 

正解率 60%を目安と

する 

③ゴルフルールテス

ト 

基本的な問題を出題

※選択式 

正解率 60%を目安と

する 

④実技審査（※1） 

2 日間・36 ホールス

トロークプレー 

162 ストローク以内 

②最終審査 JLPGA 審査を通過した者 筆記テスト（※2） 筆記テストに合格し

た場合（※3） 

 ①JLPGA 審査料に含

まれる 

③B 級講習会 

 

最終審査を通過し、期限内

に受講料を納めた者 

座学講習、レポート課

題、実技指導・実習、

各種検定試験 

前期（4 学期/16 日間）

後期（4 学期/9 日間） 

前期、後期すべての受

講を修了し実技試験

に合格した場合 

700,000 円

（税込） 

（前期 460,000 円） 

（後期 240,000 円） 

④A 級講習会 B 級講習会を受講、修了し、

期限内に受講料を納めた

者 

専門実技・座学講習 

4 学期/16 日間 

すべての受講を修了 

した場合 

300,000 円

（税込） 

 

⑤JLPGA 

入会審査 

A 級講習会を受講・修了し、

期限内に審査料を納めた

者 

①面接審査 

②課題審査 

（※4） 

JLPGA が適正と認め

た場合 

55,000 円（税込） 

（※1）実技審査の競技方法と競技不成立について 

① 2 日間・36 ホールストロークプレー 

② 36 ホール終了時点で、162 ストローク以内の者を実技審査合格者とする。 

③ 18 ホール終了をもって競技成立とする。期間中に 18 ホールを終了できなかった場合は、別途日程を定め 

競技の成立を図る。 

④ 18 ホールにて競技成立した場合の合格基準は 81 ストローク以内とする。 

⑤ 競技開催前または競技期間中に発生した天災その他不可抗力により、競技の開催または続行が不可能と 

JLPGA が判断した場合、その競技を中止とする。競技不成立となる場合、別途日程を定め競技の成立を図

るが、開催コースを変更して実施する可能性がある。 

⑥ やむを得ず別途日程を定め実施をする場合においても合格基準、または、競技成立数は上記①～④と同等と 

する。 

⑦ やむを得ず別途日程を定め実施をする場合、受験者が変更後の日程で出場できなかったとしても受験料は 

返金しないものとする。 

（※2）＊最終審査は公益社団法人日本プロゴルフ協会（PGA）が主催するものである。 

（※3）＊筆記テストは「基本ゴルフ教本テスト」とし、正解率８割以上が合格とする。ただし、内容は変更と

なる場合がある。 
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＊合格点に満たない者に対し、再試験を実施する。再試験でも不合格の場合、次年度受講を希望する者

は、次年度に限り JLPGA 審査を免除する。 

＊最終審査の合格者は JLPGA ガイダンスを受けなければ B 級講習会を受講することができない。 

（※4）＊入会審査不合格の者は翌年度入会審査から受験を認める。翌年度以降も同様とする。 

 

※ 各区分の実施要項詳細については、JLPGA が受講者に対し別途案内する。 

  なお、審査内容／受講内容、審査料・受講料に関しては変更になる可能性もある。その際には別途 JLPGA より 

連絡するものとする。 

 

 
B）2020 年度以降 2022 年度までの受講生登録申込者 

審査区分 受験資格 審査内容/受講内容 合格基準/修了基準 審査料/受講料 

①JLPGA 審査 ゴルフ技術、識見に優れ、

これからゴルフ指導者に

なろうとする者で、以下の

条件を満たした者のうち、

受験申込手続きを期限内

に済ませ、かつ、期限内に

審査料を納め、書類選考を

通過した者 

①日本国籍を有する者、又

は日本語での読み書き

や会話が不自由なく可

能な出入国管理及び難

民認定法に定める永住

者、日本の配偶者等及び

永住者の配偶者等の在

留資格を持つ外国人 

②受験する年の 4 月 1 日

時点で満 18 歳以上の女

子（出生時）である者 

③高校卒業程度の学力を

有する者 

①書類選考 

②面接 

③小論文 

④筆記テスト（※1） 

JLPGA が適正と認め

た場合 

33,000 円（税込） 

②実技審査 書類選考、面接審査、筆記

テストに合格した者で期

限内に審査料を納めた者 

2 日間 36 ホールスト

ロークプレー 

166 ストローク以内 

（予定） 

60,000 円（税込） 

③最終審査 実技審査を通過した者 筆記テスト（※2） 筆記テストに合格し

た場合（※5） 

 ①JLPGA 審査料に 

含まれる 

④B 級講習会 

 

最終審査を通過し、期限内

に受講料を納めた者 

座学講習、レポート課

題、実技指導・実習、

各種検定試験（※3） 

前期（4 学期/16 日間）

後期（4 学期/9 日間） 

前期、後期すべての受

講を修了し実技試験

に合格した場合（※5） 

700,000 円

（税込） 

（前期 460,000 円） 

（後期 240,000 円） 

⑤A 級講習会 B 級講習会を受講、修了し、

期限内に受講料を納めた

者 

専門実技・座学講習

（※3） 

4 学期/16 日間 

すべての受講を修了 

した場合（※5） 

300,000 円

（税込） 

 

⑥JLPGA 

入会審査 

A 級講習会を受講・修了し、

期限内に審査料を納めた

者 

①実技: 2 日間 36 ホ

ールストロークプレ

ー（※4） 

②面接 

③小論文 

実技:166 ストローク

以内（予定） 

面接及び小論文: 

JLPGA が適正と認め

た場合 

55,000 円（税込） 

ﾗｳﾝﾄﾞﾌｨｰ別途負担 

（※1）＊定められた期間内に受講申し込みを済ませ、書類選考を通過した者が面接、筆記テストをおこなう。 

＊筆記テストは、JLPGA、ゴルフの基礎知識・時事問題・ビジネスマナーより出題する。 

（※2）＊最終審査の合格者は JLPGA ガイダンスを受けなければ B 級講習会を受講することができない。 

  ＊最終審査で不合格となった者は、次年度に限り実技審査を免除する。 
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（※3）＊講習会の受講途中で辞退した場合、受講生は当年度の当該講習会を継続して受講することはできない。 

当該受講生は、辞退した次年度に、自身の未受講講習および不合格項目の検定から受講を再開すること 

ができる。尚、B 級講習会に限り、自身の未受講講習および不合格項目の検定から受講を再開すること 

ができる期限は、当該受講生が受講を開始した日の 2 年後の日の属する年度に開催される講習会までと 

し、当該期限内に全てを修了できない場合は、B 級講習会の全てを最初から受講しなければならないも 

のとする。但しゴルフ事業部が認めた場合はその限りではない。 

（※4）＊入会審査不合格の者は翌年度入会審査から受験を認める。翌年度以降も同様とする。 

（※5）＊以下の場合には、「修了」したとは認めないものとする。 

・対象者の履修態度が際立って良くなかった場合 

・対象者が別途指定する期限までにレポート等課題を提出しなかった場合 

・当該履修の予定する理解度に達しないとゴルフ事業部が判断した場合 

・病気等による休憩やその他の理由で履修に足りないとゴルフ事業部が判断した場合 

 

※ 各区分の実施要項詳細については、JLPGA が受講者に対し別途案内する。 

  なお、審査内容／受講内容、審査料・受講料に関しては変更になる可能性もある。その際には別途 JLPGA より 

連絡するものとする。 

 

C）2017 年～2019 年の受講生登録申込者 

審査区分 受験資格 審査内容/受講内容 合格基準/修了基準 審査料/受講料 

①JLPGA 審査 ゴルフ技術、識見に優れ、

これからゴルフ指導者に

なろうとする者で、以下の

条件を満たした者のうち、

受験申込手続きを期限内

に済ませ、かつ、期限内に

審査料を納め、書類選考を

通過した者 

①日本国籍を有する者、又

は日本語での読み書き

や会話が不自由なく可

能な出入国管理及び難

民認定法に定める永住

者、日本の配偶者等及び

永住者の配偶者等の在

留資格を持つ外国人 

②受験する年の 4 月 1 日時

点で満 18 歳以上である

者 

③高校卒業程度の学力を

有する者 

①書類選考 

②面接 

③小論文 

④筆記テスト（※1） 

JLPGA が適正と認め

た場合 

22,000 円（税込） 

 

②実技審査 プレ実技審査を通過し、期

限内に審査料を納めた者

及びプレ実技審査を免除

され、期限内に審査料を納

めた者 

2 日間 36 ホールスト

ロークプレー 

166 ストローク以内 

（予定） 

60,000 円（税込） 

 

③最終審査 実技審査を通過し、期限内

に審査料を納めた者 

筆記テスト（※2） 筆記テストに合格し

た場合（※5） 

11,000 円（税込） 

 

④B 級講習会 

 

最終審査を通過し、期限内

に受講料を納めた者 

座学講習、レポート課

題、実技指導・実習、

各種検定試験（※3） 

前期（4 学期/16 日間）

後期（4 学期/9 日間） 

前期、後期すべての受

講を修了し実技試験

に合格した場合（※5） 

700,000 円 

（税込） 

（前期 460,000 円） 

（後期 240,000 円） 
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⑥A 級受講審査

研修会 

B 級講習会を受講、修了し、

期限内に受講料を納めた

者 

①実技: 2 日間 36 ホ

ールストロークプレ

ー 

②面接 

③小論文 

 

実技:166 ストローク

以内（予定） 

面接及び小論文: 

JLPGA が適正と認め

た場合 

22,000 円（税込） 

ﾗｳﾝﾄﾞﾌｨｰ別途負担 

 

⑤A 級講習会 A 級受講審査研修会を 

通過し、期限内に受講料を

納めた者 

専門実技・座学講習

（※3） 

4 学期/16 日間 

すべての受講を修了 

した場合（※5） 

300,000 円

（税込） 

 

 
 
◆従前の B 級登録者および C 級登録者 

B 級登録者、C 級登録者の審査基準として別途定めた要項に従うものとし、受講期間は C 級登録後 10 年以内と

する。 

 
 
D）JLPGA プロフェッショナル会員の受講生登録者 

審査区分 審査内容/受講内容 合格基準/修了基準 審査料/受講料 

①JLPGA 審査 《免除》 

②最終審査 

③B 級講習会 座学講習、レポート課題、実技指導・実習、

各種検定試験（※3） 

前期（4 学期/16 日間）後期 

（4 学期/9 日間） 

前期、後期すべての受講を修了

し実技試験に合格した場合 

（※5） 

700,000 円 

（税込） 

（前期 460,000 円） 

（後期 240,000 円） 

 

④A 級講習会 専門実技・座学講習（※3） 

4 学期/16 日間 

すべての受講を修了した場合

（※5） 

300,000 円 

（税込） 

⑤JLPGA 

入会審査 

《免除》 

 
 

《別表 2》 受講生規則 
 

（1）受講生の心得 

受講生は、以下を遵守しなければならない。 

 ①受講生は、エチケットとマナーを守り、服装、髪型、化粧などに気をつけ、受講生としての身だしなみを心がけ

る。 

 ②受講生は、資格認定審査において、汚い言葉を使うなど、スポーツマンシップに違反するような言動をしてはな

らない。 

 ③受講生は、自己の健康管理について十分気をつけた上で資格認定審査に参加しなければならない。 

 ④受講生は、資格認定審査において、JLPGA および JLPGA より許可を受けた者より取材を求められた場合、これに

応じなければならない。 

 

（2）受講生の禁止行為 

受講生は、以下を行ってはならない。 

 ①JLPGA のコンプライアンス・倫理規程に違反する行為 

 ②資格認定審査の結果に影響を与えるような不正な行為 

 ③資格認定審査により得た内部情報の部外者への開示 

 ④資格認定審査会場での広告宣伝・販売促進・広報活動などの行為 

 ⑤正当な理由なしに資格認定審査を欠席又は棄権する行為 

 ⑥JLPGA ティーチングプロフェッショナル資格又はそれに類似する名称を用いて、レッスン活動・広告宣伝・販売

促進・広報活動などを行うこと 
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《別表 3》 受講生の罰則 
受講生が受講生規則に違反した場合、JLPGA は、違反した受講生に対し、その内容及び情状に応じて、以下の基準に

より罰則を科することができるものとする。 

 

受講生規則（区分） 違反等の内容 罰則 

（1）受講生の心得 

 

当該心得の違反 1 回目：注意 

2 回目：当該審査区分の再受講 

3 回目：ゴルフ事業部会で審議 

（2）受講生の禁止行為 当該禁止行為の違反 ゴルフ事業部会で審議 

（一定期間受講停止または受講生登録解除を命ずる場合がある） 

 


